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第７８１回三沢市農業委員会総会議事録                            

 

１．開会の日時  令和３年１２月１０日（金）     午後１時３０分 

２．閉会の日時  令和３年１２月１０日（金）     午後２時００分  

３．開催の場所  三沢市役所 本館４階 大会議室 

 

４．出席した委員（番号 1 から１４）及び推進委員（番号１５から２０）の氏名 

      １ 佐々木 和枝    ２ 立崎 京子    ３  月館 啓三   

４ 川嶋 敏明      ５ 一戸 実      ６  門上 牧夫      

７  新堂 政登     ９  中村 均        １１ 浦田 秀人     

１２  種市 廣       １３ 宮古  久光     １４  古田  武信       

１５ 赤沼 成人      １６  沼山 英明   １７ 葛巻 広行     

１８ 田面木 優       １９ 月舘 操     ２０ 駒澤 慎 

  

５．欠席した委員及び推進委員の氏名     

8 千葉 準一     １０  北澤 邦彦   

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

   ○ 参  与・・・局  長  小島 一人 

次  長  山本 誠 

            係  長  小比類巻 浩 

 

○ 会議書記・・・主  事  熊野 健太 

 

７．議 案 

【議案第１号】農用地利用集積計画の作成に係る要請について(所有権移転) 

【議案第２号】農用地利用集積計画の作成に係る要請について(利用権賃借) 

【議案第３号】農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

【議案第４号】農地転用許可申請に係る意見について 

【議案第５号】農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定について 
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議事の概要 

 

事務局      ただ今より、令和３年１２月１日に招集通知をいたしました、三

沢市農業委員会、第７８１回総会を開会いたします。 

本日出席の委員数は全１４名で、２名の欠席となっておりますが、

三沢市農業委員会会議規則第８条第１項の規定する定員数には達し

ているので、本日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。

なお欠席となるのは、8 千葉 準一 １０  北澤 邦彦でございま

す。また、推進委員につきましては、全 6 名の出席となっておりま

す。それでは、お手元の次第に基づいて進めさせていただきます。

始めに、新堂会長よりご挨拶をお願いいたします。 
 

会 長     委員の皆様には御多忙のところ、第７８１回総会に御出席いただき

まして誠にありがとうございます。 

師走に入りまして寒さも増してきておりますが、年の瀬を迎えなが

らも、依然としてコロナ感染予防に加え、インフルエンザやオミクロ

ン株にも気を付けなければならない状況下にもあります。 

さて、今年１年を振り返りまして、当委員会といたしましても、昨

年に続き８月に公会堂にて開催予定であった上十三地区農業委員会

大会の中止をはじめ、県及び全国の各種大会や研修会、また恒例行事

もほとんど中止となるなど、２年連続で大変な年でありました。 

そのような中にあって、委員の皆様には、２年目の任期となった本

年も、委員会活動に真摯に取り組みいただきまして、誠にありがとう

ございました。 

本日は本年最後の総会となりますが、来年はコロナが収束に向かう

ことを皆様と共に願いつつ、お互い健康に留意しながら、地域農業の

持続発展につながるよう、今後とも引き続きご尽力いただければ幸い

に存じますので、なにとぞ、よろしくお願い申し上げまして、挨拶に

代えさせていただきます。 

 

事務局          ありがとうございました。 

それでは三沢市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長は会
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長が務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は新堂会長

にお願いいたします。 

 

会 長      それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務めさせて 

いただきます。 

 

議 長       議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 

 

異  議  な  し 

  

議 長     ご異議なしと認め、３番 月館 啓三 君、１２番 種市 廣 君

を指名いたします。 

参与・書記には、参事兼事務局長ほか職員を任命いたします。 

次に会期の決定を行います。  

お諮りいたします。総会の会期は本日一日限りとすることに、ご異議

ございませんか。 

          

異  議  な  し 

 

議 長     ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いたします。 

議案審議に入る前に、報告事項がありますので参事兼事務局長から報

告願います。 

 

局 長     それでは２ページをお開き願います。 

報告第 1号のうち、初めに１1月１1日から１2月 9日までに行いま

した主な業務についてご報告いたします。 

  １１月２５日の、令和３年度三沢市担い手育成総合支援協議会通常

総会は書面決議となりました。 

１１月３０日の、青森県農業委員会職員協議会第６９回定期総会も

書面決議となりました。 

１１月３０日に、令和３年度第２回農業者年金業務農業委員会・農

業協同組合担当者会議及び業務研修会が青森市で開催され、事務局よ

り出席しました。 

        １２月 1 日に、令和３年度農業者年金加入促進セミナーが Web 配信

により開催されました。 

１２月２日に、 令和３年度全国農業委員会会長代表者集会が Web

配信により開催されました。 

         １２月６日に、第７８１回総会の議案検討会を開催しております。 
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１２月 ７日に、令和３年度東北・北海道ブロック女性農業委

員・推進委員研修会が Web 配信により開催されました。 

        本日、第７８１回総会を開催しております。 

次に、１1 月の事務処理状況についてご報告いたします。 

３条、権利の移転につきましては、市の関係が２件の１万４８６

平米でした。 

３条の３第 1 項、相続の届出は７件で、１２万２,６８３平米で

した。 

転用につきましては、４条の案件が１件の４０４平米、５条の案

件が２件の１，０４５平米でした。 

貸借の解約は２件で、５，４１７平米でした。内容につきまして

は、報告第２号で説明させていただきます。 

ここまでの合計は１４件で、１４万３５平米となっております。 

次に、利用権設定等促進事業の利用権設定が３件で、田、１万８，

１８５平米、所有権移転が１件で、畑、１,０１８平米でした。 

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が５件で、田が１

万８，６５５平米、畑が 1万２，９６６平米でした。 

現地調査につきましては２件で、内容につきましては、報告第３

号で説明させていただきます。 

続きまして、１２月１０日から１月１１日までの主な業務計画に

ついてご説明いたします。 

 １月６日に、第７８２回総会の議案検討会を予定しております。 

 １月１１日に、第７８２回総会を予定しております。 

次に、３ページをお開き願います。 

報告第２号 農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いた

します。 

番号１は、字戸崎の畑２筆、合計５，４１７平米で、貸借契約を

解約し、売買の手続きを行うものです。 

番号２は、字前平の田 1筆、３，５０８平米で、貸借契約を解約

し、経営規模を縮小するものです。 

なお、解約前の契約内容は表に記載のとおりでございます。 

次に４ページをお開き願います。 

報告第３号、農地の現況調査についてご説明いたします。 

 青森地方法務局十和田支局から照会がありました２件について、

現況調査を行っております。 

番号１の一件目、深谷一丁目の畑 1筆、３３０平米、場所は堀ガ
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ソリンスタンド深南マルチステーションの東へ約１００メートル

のところになります。   

１１月２９日に門上委員、佐々木委員、月舘推進委員が調査を行

った結果、当該地は平成１６年に４条許可を受け現在、宅地となっ

ていることから非農地である旨回答しております。 

番号１の二件目、字堀口の田１筆、９４１平米、場所はユニバー

ス堀口店の宝くじ売り場前になります。   

１１月２９日に門上委員、佐々木委員、月舘推進委員が調査を行っ

た結果、当該地は平成１６年に５条許可を受け現在、宅地となって

いることから非農地である旨回答しております。 

３番号２は深谷三丁目の畑１筆、３３０平米、場所はホーマック

三沢店の東へ約４００メートルのところになります。   

１１月２９日に門上委員、佐々木委員、月舘推進委員が調査を行っ

た結果、当該地は平成１７年に４条許可を受け現在、宅地となって

いることから非農地である旨回答しております。 

私からの報告は以上でございます。 

 
議 長      それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言は三

沢市農業委員会会議規則第９条第２項の規定により、議長の許可を

受けてから発言することになっておりますのでご協力願います。 

それでは議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請につい

て(所有権移転)を議題とします。 

 

議 長      事務局より説明願います。 

 

事務局      それでは５ページをお開き願います。 

議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について、売

買の案件に関してご説明します。 

利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は１件です。 

所有権の移転について、番号１戸崎の畑２筆、５,４１７㎡を基

盤法の売買による所有権移転です。 

価格は総額３００万円、１０aあたりの金額で計算すると約５５万

円になります。 

場所は（有）ループの処理施設から北西約６００ｍにあります。 
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現地確認につきましては門上委員、佐々木委員、月舘推進委員

同行のもと、完了しています。 

以上です。 

 

議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号は、原案のと

おり三沢市長に対し要請いたします。 

 

 

議 長       次に、議案第２号農用地利用集積計画の作成に係る要請につい

て(利用権賃借)議題とします。事務局より説明願います。 

 

事務局         それでは６ページをお開き願います。 

議案第２号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について、貸

借の案件に関してご説明します。 

利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は５件です。 

利用権の設定について番号１、字前平の田２筆、計４,０５９㎡、

賃貸借権を２０年間の新規設定です。 

場所は前平集落から南に１００ｍに位置しています。 

番号２、字前平の田１筆、４,７６８㎡、賃貸借権を１０年間

の新規設定です。 

場所は前平集落から南に１００ｍに位置しています。 

番号３、字淋代平の田３筆、計８,６４８㎡、賃貸借権を１０

年間の新規設定です。 

場所は三沢市清掃センターから南西約８００ｍに位置していま

す。 

番号４、字早稲田の田 1筆、計８,６４８㎡、賃貸借権を５年

間の新規設定です。 

場所は根井集落から南に４００ｍに位置しています。 

番号５、字淋代平の畑１筆、字戸崎の畑２筆、計１０,７１７

㎡、賃貸借権を１０年間の新規設定です。 

場所は細谷集落から西約５００ｍに点在しています。 
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現地確につきましては門上委員、佐々木委員、月舘推進委員同行

のもと、完了しています。 

以上です。 

 

議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長        質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号は、原案のと

おり三沢市長に対し要請いたします。 

 

議 長        次に、議案３号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の

決定について議題とします。番号１の審議にあたり、農業委員会

等に関する法律第３１条第１項の規定による議事参与の制限に、

１１番 浦田 秀人 君 が該当しますので、審議が終了するま

で一時退席願います。 

 

≪浦田委員一時退席≫ 

 

議 長       事務局より説明願います。 

 

事務局       それでは８ページをお開き願います。 

議案第３号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定

についてご説明いたします。今回は件数が多いため、詳細な説明

は省略させていただきます。 

番号 1字庭構の田 1筆、９９２㎡を１０年間の賃貸借権設定です。

場所は新森集落から西に約６００ｍにあります。 

以上です。 

 

議 長         これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号番号１は原案

のとおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。 
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審議が終了しましたので、１１番 浦田 秀人 君の出席を認

めます。 

 

≪浦田委員復帰≫ 

 

議 長        続いて、番号２から２１の審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

  

事務局         番号２から２１まで字庭構から字園沢までの田と畑４７筆、

１０４,０５４㎡を１０年間の賃貸借権及び使用貸借権設定です。

場所については別添地図をご覧ください。今回は淋代平地区から

字堀口までの地域が対象となります。 

現地確認について門上委員、佐々木委員、月舘推進委員同行 

のもと、確認済みです。 

以上です。 

 

議 長           これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

宮古委員       １２月７日に新聞で経安に関する記事が出ていたが、基本的に

交付金額が下がると書いてあった。それでは借りる人へのメリッ

トも減って借りる人が少なくなってしまい、耕作放棄地に繋がっ

てしまう恐れがある。何か情報はあるか。 

 

議 長       現時点では情報がないため、来月の総会で事務局から情報を提

示します。 

 

議 長       他にありますか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長               質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号、番号２か

ら２１は原案のとおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。 

 

議 長          次に、議案第４号農地転用許可申請に係る意見について議題

とします。事務局より説明願います。 
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事務局         それでは１６ページをお開きください。 

議案第４号農地転用許可申請に係る意見についてご説明いたし

ます。 

５条申請の番号１について、議案第４号資料①と合わせてご覧

ください。 

対象となる土地は、松原２丁目の田、１筆の９３６㎡です。 

場所は、三沢市役所から南へ２ｋｍ、三沢高校野球部グラウンド

の西側に位置し、周辺は、住宅、農地が混在する地域です。譲受

人は、八戸市の司法書士の方です。譲渡人は、栄町の無職の方で

す。 

農地区分は、第２種農地でありますが、代替地の検討もされてお

り、やむを得ないものと認めらます。 

権利区分については、売買による所有権の移転です。 

転用目的は、宅地で、木造２階建のアパート２棟の建設です。１

棟の建築面積は１８２.１８㎡で、２棟合計で３６４.３６㎡です。 

事業費は、総額１億３７００万円で、全額銀行からの融資での対

応となります。 

 周辺農地への対策として、生活雑排水については、下水道に接続

し処理し、雨水については、敷地内に浸透桝を整備し処理するた

め、周辺農地への影響はないと考えます。 

 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺

農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断されま

す。 

 現地確認については、佐々木委員・門上委員・月舘推進委員に

より、完了しております。 

続いて番号２について、議案第４号資料②と合わせてご覧くだ

さい。 

対象となる土地は、字堀口の畑、１筆の９８８㎡です。譲渡

人は、深谷の農業の方です。 

譲受人は、譲渡人が代表の農業経営の会社です。 

 場所は、市立三沢病院から西へ４００ｍに位置し、周辺は、住

宅、農地が混在する地域です。 

  農地区分は、第１種農地でありますが、既存集落に接した場

所であることや代替地の検討もされており、不許可の例外で認め

らます。 

  権利区分については、使用貸借で期間は永久となります。 
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  転用目的は、宅地で、貸家２棟の建設です。木造２階建てで 1棟

の建築面積は１５８.５８㎡です。２棟合計で３１７.１７㎡です。 

  事業費は、総額５０４４万円で、全額自己資金での対応となりま

す。 

    周辺農地への対策として、生活雑排水については、合併浄化槽

を設置し、雨水については、敷地内に浸透桝を整備し処理するた

め、周辺農地への影響はないと考えます。 

 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺

農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断されま

す。 

     現地確認については、佐々木委員・門上委員・月舘推進委員に

より、完了しております。 

以上であります。 

 

議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

 

質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第４号は委員会の

意見を付して、青森県知事に送付いたします。 

 

議 長        次に、議案第５号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地

の判定について議題とします。番号１の審議にあたり、農業委

員会等に 関する法律 第３１条第１項の規定による議事参与の

制限に、９番 中村 均 君 が該当しますので、審議が終了

するまで 一時退席願います。 

 

≪中村委員一時退席≫ 

 

議 長        事務局より説明願います。 

 

事務局        それでは１７ページをお開きください。 

           議案第５号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定に

ついてをご説明いたします。 
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今回より様式がかわり、表の左側から農地所在地、地目、農振

区分面積、所有者、調査年月日、調査班、調査分類、調査委員、

現地確認結果が表に記載されております。 

始めに、番号１場所は、字淋代平の細谷工業団地と細谷町内の

間にある田です。面積は、１，０２２㎡です。 

当該地は８月実施した農地パトロール３班の調査において、

現況が雑木林となっており再生利用が困難な農地としてＢ分類

の判定とされたことから、農地法第２条第１項に規定する「農

地及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、非  農地と

判定するものであります。 

現地確認は、佐々木委員、門上委員、月舘推進委員同行のも

と１１月２９日に確認しております。 

以上となります。よろしくお願いします。 

 

 

 議 長           これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号番号１は、

原案のとおり承認することに決定いたします。 

審議が終了しましたので、９番 中村 均 君 の出席を認

めます。 

 

 

≪中村委員復帰≫   

 

議 長        続いて、番号２から６１の審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

事務局         それでは、番号２から６１までを一括してご説明いたします。 

       番号２から３０番及び番号５８から６２番の場所は番号１番

と同じ字淋代平の細谷工業団地と細谷町内の間にある田です。 

当該地は８月実施した農地パトロール３班の調査において、

現況が雑木林及び森林化しており、今後再生利用が困難な農地

としてＢ分類の判定とされたことから、農地法第２条第１項に
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規定する「農地及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、

非農地と判定するものであります。 

続いて番号３１から３３番は、場所は字早稲田の市営牧場北

側に位置する畑で、８月実施した農地パトロール１班の調査に

おいて、現況が森林となっており再生利用が困難な農地として

Ｂ分類の判定とされたことから、農地法第２条第１項に規定す

る「農地及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、非農地

と判定するものであります。 

番号３４から６１番は、場所が小川原湖畔沿いで根井沼から

谷地頭西側までにある田です。先月非農地にした続きです。 

当該地は８月実施した農地パトロール１班の調査において、現

況が雑木林となっており再生利用が困難な農地としてＢ分類の

判定とされたことから、農地法第２条第１項に規定する「農地

及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、非農地と判定す

るものであります。 

現地確認は、佐々木委員、門上委員、月舘推進委員同行のも

と１１月２９日に確認しております。 

今月の非農地判定した筆数は６１筆、面積合計９４，４８５㎡

であります。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

 

議 長          これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

古田委員       現地確認の調査員として、自分の担当地域に名前が載るのは

問題ないか。 

 

議 長        他職員でも日程をずらして現地確認しているため、問題ない

と思われる。 

 

議 長         他にありますか。 

 

質  疑  な  し 

  

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号番号２から

６１は原案の通り承認することに決定いたします。 
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≪全議案終了≫ 

 

議 長          以上で、全議案の審議は終了となりましたので、三沢市農業

委員会第７８１回総会を閉会いたします。 

皆様のご協力、ありがとうございました。 




